
6

ご入会
受付中！JSKクラブ 入会のご案内JSKクラブ 入会のご案内JSKクラブ 入会のご案内JSKクラブ 入会のご案内

経営に関するお悩みはぜひＪＳＫにご相談ください！

経営
改善

経営者の悩みをバックアップ！

ＪＳＫクラブに入会されると・・・
①毎月開催のサロンセミナーに、１名様無料でご招待！（8,000円相当）
②入会時に、会社運営に役立つ下記の書籍と小冊子２冊プレゼント！！
　・書籍『上喜元』（上能喜久治 著）
　・小冊子『伸びる社員になる５つの方法』『決算書の見方・活かし方』
③個別に経営相談・税務相談に月１回無料にて応対！！！

入会特典

毎月5,000円（税抜）　※入会金は不要です。
※お支払いについては、自動振替をご利用いただけます。（振込料不要）

会　　費

解決！解決！
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≪7月≫
①・健保・厚年の被保険者報酬月額算定基礎届の提出期限
　・源泉徴収税額、特別徴収税額（6月分）の納付期限
　・納付の特例の適用を受けている所得税源泉徴収税額
　 （1月～6月分）の納付期限
　・労働保険の年度更新手続きの締切日
　 （7月10日まで）

②社会保険料、児童手当拠出金（6月分）納付期限
　個人の申告所得税の予定納税第1期(法定納付および振替日)
　 （7月31日まで）

※１）固定資産税（都市計画税）第2期分の納付
　　（市町村の指定日まで）

※２）5月決算法人の確定申告と納税、11月決算法人の
中間（予定）申告と納税（→決算応当日まで）

【その他】
・６月に夏季賞与を支給した場合は、７月に年金事務所から送
られてくる納入告知書に記載されている金額に、届出済みの
「賞与支払届」に基づく健保と厚年の保険料が加算されている
かを確認して、月末までに納付すること

≪8月≫
③源泉徴収税額、特別徴収税額（7月分）の納付期限
　（8月10日まで）

④社会保険料、児童手当拠出金（7月分）の納付期限
　（8月31日まで）

※３）6月決算法人の確定申告と納税、12月決算法人の
中間（予定）申告と納税（決算応当日まで）

当社は、夏期一斉休業はございません。

お盆期間を含めて、通常通り営業させていただきます。

よろしくお願い申し上げます。

～お知らせ～


